
町政コーナー

扶桑町役場　☎（93）1111 ー 15 ー

情
　
報

募
　
集

保
　
健

特
　
集

町
　
政

　
既
存
の
自
己
所
有
住
宅
の
修
繕
・
補
修
対
象
経
費
の
最

大
20
％
を
助
成
し
ま
す
。（
最
大
上
限
は
20
万
円
で
す
。）

　
省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
、
節
水
型
ト
イ
レ
、
高
効
率
給

湯
器
へ
の
入
替
や
、
障
子
、
ふ
す
ま
、
ク
ロ
ス
の
張

替
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
地
域
経
済
活
性
化
の
た
め
、
町
内
に
本
社
の
あ
る

　
施
行
業
者
を
利
用
し
た
工
事
を
対
象
と
し
ま
す
。

※
申
請
し
て
い
な
い
工
事
や
交
付
決
定
前
に
施
工
さ

　
れ
た
工
事
に
つ
い
て
は
助
成
し
ま
せ
ん
。

※
工
事
内
容
に
よ
り
助
成
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

　
す
の
で
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
産
業
環
境
課

扶
桑
町
環
境
に
や
さ
し
い
住
宅

　
　 

改
善
促
進
事
業
補
助
金
に
つ
い
て

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
２

　
私
立
の
高
等
学
校
な
ど
に
通
学
し
て
い
る
生
徒
の

保
護
者
に
対
し
、
授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者
　
10
月
１
日
現
在
、
高
等
学
校
な
ど
（
全

額
補
助
ま
た
は
、
免
除
等
さ
れ
て
い
る
方
、
ま
た
、

通
信
制
の
課
程
等
を
除
く
）
に
在
籍
し
て
い
る
生
徒

の
保
護
者
（
ま
た
は
生
徒
）
で
、
扶
桑
町
に
お
住
ま

い
の
方

▼
補
助
額
　
生
徒
一
人
あ
た
り
年
額

　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
，
０
０
０
円
（
上
限
）

▼
手
続
き
　
10
月
１
日
（
月
）
か
ら
10
月
31
日
（
水
）

ま
で
に
、
申
請
書
を
学
校
教
育
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
申
請
書
は
、
実
績
の
あ
る
学
校
に
直
接
配
布
し
て

　
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
学
校
教

　
育
課
窓
口
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

※
年
間
授
業
料
か
ら
国
及
び
県
の
補
助
額
を
引
い
た

　
残
額
が
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

私
立
高
等
学
校
等
の
授
業
料
を
補
助

し
ま
す

学
校
教
育
課　

内
線
３
４
３情

　
報

自衛官採用案内
採用種目 防衛大学校学生

（一般採用試験）
防衛医科大学校医学教育部

医学科学生
防衛医科大学校医学教育部

看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

採用期日 平成３１年４月上旬

応募資格 高卒（見込み含む）１８歳以上２１歳未満の者
（平成１０年４月２日から平成１３年４月１日までに出生した者）

１次
試験期日

　１１月３日（土）
　　　及び１１月４日（日）

　１０月２７日（土）
　　　及び１０月２８日（日） １０月２０日（土）

受付期間 ９月５日（水）から９月２８日（金）まで（締切日必着）

申込み
問い合わせ

　　　　自衛隊愛知地方協力本部　小牧地域事務所　　　
　　　　　　　☎０５６８（７３）２１９０　　http://www.mod.go.jp/pco/aichi/

愛知県警察からのお知らせ  　　　　　　　　　　　 平針運転免許試験場は、平成 30 年 1 月から建替え工事のため、来場者の
駐車場が利用できません。公共交通機関のご利用をお願いします。
▼問い合わせ　運転免許課  ☎ 052（951）1611（内線：781‐280・281）

　　

「安心」して暮らせる「安全」な扶桑町の確立

犬山警察署からのお知らせ 110 番

扶桑町内の 7 月中の犯罪発生総数（暫定値）は、 19 件（昨年同月 23 件）です。
　空き巣被害が柏森学区で 2 件、忍込み被害が柏森学区で 1 件発生しました。また、自転車盗被害
が柏森学区で 1 件、高雄学区で 1 件、山名学区で 3 件発生しました。

警察の 相談ダイアル ＃９１１０　～ 緊急電話は１１０番  相談ごとは＃９１１０ ～

「警察安全相談」ってなに？
　警察では、県民の方々から寄せられる犯罪等による被害を未然に防止するための相談や、県民の方々の生活
の安全と平穏に係る相談に応じています。
　警察安全相談窓口として警察本部及び全警察署に「住民コーナー」を設けています。

　　「＃９１１０」（シャープ きゅう いち いち まる）は、警察相談専用電話です。

　　警察への相談（警察安全相談）は、警察相談専用電話　＃９１１０
　　　　　　　　　（ダイヤル回線及び一部のＩＰ電話からはつながりません。）
　　または　０５２－９５３－９１１０
　　月～金曜日（祝日、年末年始を除く。）の午前９時～午後５時
　　土・日・祝日及び時間外でお急ぎのご相談は、最寄りの警察署又は交番でお願いします。


